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県一級河川矢作川の重油流出に関する陳情書 

 

 県からの報告によれば重油流出量は２～３キロリットルだと，市からは，1.2

キロリットルだと，また，警察の言うことも異なり，どれが本当なのかわからな

い。会社の設備は，法に基づく点検設備なので，法に基づいて流出量を出し正確

な報告を求める。 

 流出した重油を吸い取ったと言っているが，法に基づき，その量を明らかにし

て欲しい。東京のＮＰＯ法人は，利根川には一滴も流していないと断言している

が，それならば残油は，矢作川にあると思う。 

 ７月 20 日の午後５時，初崎土地改良区の水門から下流方向約 10数メートルに

わたり重油が浮いていた。７月 21 日の午後に再度行くも同様であったが，土日

の為，市・県の連絡はあきらめる。 

 残油は，今もグリーンランド上流の市有地約１万５千平方メートルの池にある

ものと思われる。 

【陳情項目】 

 残油の撤去は会社任せではなく，法に基づく撤去命令を出し１日も早く県民が

安全で安心して暮らせるよう御配慮願いたい。 
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